
市 議 会 だ よ り第２２０号 2016年（平成28年）１月１日

議　　員
（会　派）

執行機関
（理事者）

● 議員の寄附やあいさつ状（答礼のための自筆によるものを除く）は公職選挙法で禁止されています ●

（４）

市川市議会は、すべての定例会で

「代表質問制」を導入しました。

市川市議会は、 2 月、 ６月、 ９月、 12 月の年４回、 定例会を開きます。 本

会議では、 市長から提出された議案に対して議員が疑問点を聞き （質疑）、

理事者と呼ばれる執行機関がこれに答える （答弁） という形で議論します。

　 市長から条例案、 予算案などの議案等が提出されると、 議会は本会議で、 各議員が、 議題となった議案等について、 目的や内

容に関する市 （執行機関） の考えや疑問点等をただし （質疑）、 あるいは自身の考えや提案といった意見を表明してその是非な

どを尋ね （質問）、 本会議に出席している市長や各部長など （理事者） がこれに答えます （答弁）。

　 代表質問制は、 会派ごとに、 会派を代表する議員が、 議案等に関する質疑および質問を行うものです。 議案等に関する質疑

だけでなく、 各会派が政策的な質問を行うことにより、 本会議における論議の活性化を図るのがねらいです。

「 代 表 質 問 」 と は

○平成28年定例会開会予定日○

２月定例会 ２月17日(水)

６月定例会 ６月10日(金)

９月定例会 ９月２日(金)

12月定例会 12月２日(金)

※定例会が開会される見通しの日程であり、
事情により変更される場合があります。

傍聴のご案内

本会議と委員会は、 原則として公開されて
おり、 自由に傍聴できます。

●本会議の傍聴 （105 席）
会議当日に市役所第３庁舎６階の受付へ直
接お越しください。 住所 ・ 氏名 ・ 年齢を記
入するだけで入場できます。

●委員会の傍聴 （各 7席）
第３庁舎４階の議会事務局窓口で行います
（申込書に住所 ・ 氏名 ・ 年齢 ・ 委員会名を
記入していただきます）。

※傍聴するときは、 受付時にお渡しする注意
事項をお守りください。

　 また、 係員の指示に従ってください。

市　長
市長は、提出議案の提案説明を行うほか、

２月定例会では施政方針演説も行います。

答　　弁

質疑・質問

議長

本　会　議

議　会

執行機関

市長

12月定例会
条 例 案 な ど

９月定例会
前 年 度 決 算 案
条 例 案 な ど

６月定例会
条 例 案 な ど

２月定例会
施 政 方 針
教育行政運営方針
当 初 予 算 案
その他条例案など

代表質問者
代表質問では、総括質問者１名のほか、補足質

問者を最大２名まで立てることができます。


